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令和元年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する国会報告の内容（※１） 

スポーツ振興投票に係る収益等に関する概要    （４３８．４億円）  

１．平成 30 年度スポーツ振興投票に係る収益     （２０５．８億円） 

２．令和元年度以降の助成事業に充当することとした平成 29 年度以前の収益
による財源                   （２３２．６億円） 

（１）特定目的資金（※２）の平成 30 年度残            （２０５．３億円） 

（２）助成事業の平成 30 年度執行残等               （ ２７．３億円） 

  

スポーツ振興投票に係る収益等の使途に関する概要 （４３８．４億円）           

１．令和元年度スポーツ振興のための助成事業への充当 （２６６．５億円） 
（１）スポーツ振興くじ助成金の交付                （２５７．２億円） 
（２）優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を 

図るための活動等への資金の支給               （   ９．３億円） 

２．国庫への納付                   （５１．４億円） 

３．令和２年度以降の助成事業に充当することとした財源（１２０．４億円） 
（１）特定目的資金（※２）の令和元年度残               （  ９０．９億円） 
（２）助成事業の令和元年度執行残等                （  ２９．５億円） 

  

文部科学大臣の意見の概要  

令和元年度のスポーツ振興投票に係る収益の使途については、透明性・公正

性に十分留意したものであり、適正であったと認められる。スポーツ振興くじ

助成金については、地域スポーツの振興における役割が極めて大きいことを踏

まえ、スポーツ振興くじの魅力的な商品開発等に取り組むとともに、スポーツ

関係者等の理解が得られる真に現場のニーズに応えた助成メニューとするこ

とが必要である。 

あわせて、不正受給事案の発生を踏まえ、不正防止策の強化等に引き続き取

り組むことが必要である。 

 

※１ 小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

※２ 「特定目的資金」：将来特定の事業に充当するために確保した財源。 


